
納付書裏面等に記載の場所で納
付してください
問収納課管理係・内線1240

▷固定資産税・都市計画税
第 1期分▷軽自動車税

5月31日水今月の
納期

総
合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

破
砕
機
類
更
新
工
事
に
係
る

生
活
環
境
影
響
調
査
書
案
の

縦
覧
と
意
見
書
の
提
出

　

市
は
、
立
川
市
総
合
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ン
タ
ー
破
砕
機
類
更
新
工
事
に
係

る
生
活
環
境
影
響
調
査
書
案
を
ま
と

め
ま
し
た
。
縦
覧
と
意
見
書
の
提
出

を
受
け
付
け
ま
す
。

●
縦
覧　

時
6
月
1
日（
木
）〜
30
日

（
金
）、
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分〔
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕場
ご

み
対
策
課（
総
合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
内
）、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
た

ち
に
む
に
ぃ
、
環
境
対
策
課（
市
役

所
2
階
79
番
窓
口
）

●
意
見
書
の
提
出　

設
備
の
設
置
に

利
害
関
係
が
あ
る
方
は
意
見
書
を
提

出
で
き
ま
す
時
6
月
1
日（
木
）〜
7

月
14
日（
金
）〔
消
印
有
効
〕に
直
接

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）、
ま
た
は

郵
送
で
、
ご
み
対
策
課（
〒
1
9
0
─

0
0
3
4
西
砂
町
4
─77
─1
総
合
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
）へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
▼
必
要
事
項
＝
①
宛
名

（
立
川
市
長
宛
）②
標
題
「
立
川
市
総

合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
破
砕
機
類

更
新
工
事
に
係
る
生
活
環
境
影
響
調

査
書
案
に
関
す
る
意
見
書
」
③
日
付
、

住
所
、
氏
名
④
意
見

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
3 

立
川
駅
周
辺
公
衆
喫
煙
所
の

利
用
時
間
が
変
わ
り
ま
し
た

　

立
川
駅
周
辺
公
衆
喫
煙
所
の
利
用

時
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
午
前
6
時

〜
午
後
8
時
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

4
月
1
日
か
ら
、
午
前
6
時
〜
午
後

10
時
に
変
わ
り
ま
し
た
。
な
お
、
清

掃
中
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
く
わ
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
環
境
対
策
課
環
境
推
進
係
・
内
線

2
2
4
3

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

の
支
払
い
を
猶
予
し
ま
す

　

都
水
道
局
は
、水
道
料
金
・
下
水
道

使
用
料
の
支
払
い
が
一
時
的
に
困
難

な
方
の
支
払
い
を
猶
予
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少

し
て
い
る
な
ど
、
一
時
的
に
水
道
料

金
・
下
水
道
使
用
料
の
支
払
い
が
困

難
に
な
っ
た
方

●
受
付
期
間　

9
月
30
日（
土
）ま
で

●
支
払
い
を
猶
予
す
る
期
間　

申
し

出
が
あ
っ
た
日
か
ら
最
長
で
1
年
間

申
都
水
道
局
多
摩
お
客
さ
ま
セ
ン
タ

ー
☎
0
5
7
0（
0
9
1
）1
0
0
、

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
を
利
用
で
き
な
い
場

合
☎（
5
4
8
）5
1
1
0〔
い
ず
れ

も
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
、
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
8
時
〕へ

固
定
資
産
税
償
却
資
産
の
申

告
は
お
済
み
で
す
か

　

法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
、
不

動
産
賃
貸
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
場

合
、
所
有
し
て
い
る
事
業
用
資
産（
構

築
物
、
機
械
、
器
具
、
備
品
な
ど
）

に
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定
資
産

税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
固
定
資

産
税
は
地
方
税
法
で
申
告
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
で
事
業
を

営
ん
で
い
る
方
は
、
税
務
署
だ
け
で

な
く
市
に
も
申
告
が
必
要
で
す
。

　

市
へ
の
申
告
期
限（
毎
年
1
月
31

日
）は
す
で
に
過
ぎ
て
い
ま
す
が
、

申
告
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

未
申
告
の
方
は
至
急
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
く
わ
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、
税
理
士
な
ど
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
適
正
な
賦
課
と
未
申
告
の
解
消
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す　

市
は
、
税
務

署
と
連
携
し
て
申
告
内
容
を
確
認
し
、

訪
問
催
告
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
告

漏
れ
や
未
申
告
の
方
に
は
、
地
方
税

法
に
基
づ
き
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

し
ま
す
。
ま
た
、
申
告
す
る
必
要
の

あ
る
方
が
申
告
し
な
い
場
合
や
偽
り

の
申
告
を
し
た
場
合
は
、
地
方
税
法

な
ど
に
よ
り
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

問
課
税
課
償
却
資
産
係
・
内
線
1
2

2
8「

て
ま
え
ど
り
Ｐ
Ｏ
Ｐ
に
よ

る
食
品
ロ
ス
削
減
の
啓
発
」

を
実
施
し
ま
す

　

市
は
、
食
品
ロ
ス
削
減

に
向
け
た
取
り
組
み
の
一

環
と
し
て
、「
て
ま
え
ど
り

P
O
P
に
よ
る
食
品
ロ
ス

削
減
の
啓
発
」
を
環
境
月

間〔
6
月
1
日（
木
）〜
30

日（
金
）〕に
あ
わ
せ
て
実

施
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
市
が
作
成
し

た
「
す
ぐ
に
食
べ
る
と
き

は
手
前
の
商
品
か
ら
取

っ
て
」
と
い
う
内
容
の

P
O
P
を
市
内
の
協
力
店

舗
内
の
棚
に
掲
示
し
て
も
ら
い
、
消

費
者
に
「
て
ま
え
ど
り
」
を
お
願
い

す
る
も
の
で
す
。「
て
ま
え
ど
り
」
を

積
極
的
に
行
い
、
食
品
ロ
ス
の
削
減

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

協
力
店
舗
の
一
覧
な
ど
く
わ
し
く

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
7

ア
ラ
イ
グ
マ
・
ハ
ク
ビ
シ
ン
の

防
除
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

　

市
は
、
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る

住
居
の
敷
地
内
で
ア
ラ
イ
グ
マ
や
ハ

ク
ビ
シ
ン
の
被
害
を
受
け
て
い
る
場

合
等
に
、
一
定
の
条
件
の
も
と
、
捕

獲
器
を
設
置
し
ま
す
。
お
困
り
の
方

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
環
境
対
策
課
環
境
指
導
係
・
内
線

2
2
4
8

国
民
年
金
～
お
得
な
付
加
年

金
を
ご
存
じ
で
す
か

　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
・
任

意
加
入
被
保
険
者
が
定
額
保
険
料

（
令
和
５
年
度
は
月
額
１
万
６
５
２

０
円
）に
付
加
保
険
料（
月
額
４
０
０

円
）を
プ
ラ
ス
し
て
納
付
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。
付
加
年
金
の
年
金
額

は
、
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付

月
数
で
す
。
付
加
保
険
料
は
申
し
込

ん
だ
月
か
ら
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
お
早
め
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
の

方
、
既
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
、
国
民
年
金
第
3
号
被
保

険
者
の
方
は
、
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

問
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内

線
1
3
9
4
、
日
本
年
金
機
構
立
川

年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0
3
5
2

　ハチは春から夏にかけて巣

を作り始めます。ハチは益虫

なので、生活に支障がない場

合は駆除の必要はありません

が、生活に支障を来す場合は

駆除を検討してください。市

は、ハチの種類の確認、駆除

方法のアドバイス、駆除業者

の紹介を行っています。また、 

集合住宅以外の個人宅につい

てはスズメバチに限りハチの

巣駆除補助金制度が利用でき

ます。ご相談ください。

問環境対策課環境指導係・内
線2248

スズメバチにご注意を「 こども110番の家 」
ステッカーが変わります コガタスズメバチの巣

トックリ型からボール型へ変化

アシナガバチの巣
傘状（形状に変化なし）

成長した巣（50cm以上）

初期の巣
（10cm程度）

成長した巣（30cm以上）

初期の巣
（3cm程度）

　「こども110番の家」は、子どもたちが外出先で犯罪などのトラブ

ルに巻き込まれそうになった際に、避難場所になる家や商店、事業所

等です。

　５月から、「こども110番の家」の目印として貼られているステッ

カーが変わります。万が一に備えて、お子さんと一緒にステッカーの

貼ってある場所を確認してみましょう。

問立川市青少年問題協議会事務局（子ども育成課内）内線1306

これまでのステッカー 新しいステッカー

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
令
和
5
年
春
開
始
接
種
の
集
団
接
種
を
行
い
ま
す
。
予
約
の
上
ご
来
場
く
だ
さ
い
時
６
月
10
日（
土
）午
後
２
時
～
３
時
50
分
場
市
役
所
1
階
問
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
0
1
2
0（
7
4
1
）5
6
7

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から
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